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衆
議
院
議
員
阿
久
津
幸
彦
君
提
出
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
状
況
と
必
要
な
施
策
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、
有
識
者
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
に
関
す
る
懇
談
会
」
（
以
下
「
懇
談
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
て
お
り
、
現
在
、
懇
談
会
に
お
い
て
検
討
が
加

え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

懇
談
会
は
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日
に
第
一
回
が
、
同
年
十
月
五
日
に
第
二
回
が
、
同
年
十
一
月
二
十
四
日
に
第
三

回
が
、
そ
れ
ぞ
れ
国
土
交
通
省
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
法
の
施
行
状
況
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て

検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

今
後
開
催
予
定
の
第
四
回
の
懇
談
会
に
お
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
が
加
え

一



ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
懇
談
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
管
理
組
合
か
ら
委
託
を
受
け
て
修
繕
積
立
金
等
の
金
銭
を
管
理
す
る
方
法
と
し
て
、
管
理
組
合

の
財
産
を
適
切
に
保
全
し
つ
つ
、
実
際
の
管
理
事
務
の
便
宜
を
図
る
観
点
か
ら
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業

者
が
保
証
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
限
り
、
管
理
組
合
か
ら
委
託
を
受
け
て
徴
収
し
た
修
繕
積
立
金
等
を
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
業
者
を
名
義
人
と
す
る
口
座
に
一
時
的
に
収
納
し
、
当
該
口
座
か
ら
払
い
出
し
た
金
銭
に
よ
り
管
理
事
務
を
行
っ
た
上

で
、そ
の
残
額
を
管
理
組
合
等
を
名
義
人
と
す
る
口
座
に
移
し
換
え
る
収
納
代
行
方
式
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
方
式
と
法
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
「
整
然
と
管
理
す
る
方
法
」
と
は
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

社
団
法
人
高
層
住
宅
管
理
業
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
が
実
施
し
た
「
財
産
の
分
別
管
理
に
関
す
る
実
態
調
査
」

は
、
協
会
が
そ
の
会
員
の
財
産
の
分
別
管
理
の
実
態
等
を
把
握
す
る
た
め
に
行
っ
た
内
部
的
な
調
査
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を

二



公
表
す
る
予
定
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

「
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
委
託
契
約
書
」
（
以
下
「
標
準
委
託
契
約
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
か
ら

協
会
を
始
め
と
す
る
関
係
業
界
団
体
に
対
し
、「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
委
託
契
約
に
係
る
標
準
管
理
委
託
契
約
書
に
つ
い
て
」

（
平
成
十
五
年
四
月
九
日
付
け
国
総
動
第
三
号
国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
長
通
知
。
以
下
「
通
知
」
と
い
う
。
）
を
発
出
し
、

こ
れ
ら
の
団
体
に
加
盟
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
に
対
し
て
周
知
徹
底
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。ま
た
、

国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
標
準
委
託
契
約
書
を
掲
載
す
る
等
、
そ
の
周
知
の
た
め
の
措
置
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

御
指
摘
の
標
準
委
託
契
約
書
に
係
る
「
実
態
調
査
」
は
実
施
し
て
い
な
い
。

な
お
、
通
知
に
お
い
て
は
、
「
管
理
組
合
の
会
計
及
び
出
納
の
業
務
を
行
う
者
が
、
修
繕
工
事
の
請
負
も
行
う
こ
と
」
を

否
定
し
て
い
な
い
。

三


